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  豊洲市場の開場にあたり、都が責任をもって全力で取り組んでいくこととした①土壌汚染対

策、②新市場と一体となった賑わいの場の整備、③地下鉄８号線を含む交通対策の３つの項目

のうち、本資料では、地下鉄８号線の状況について報告する。 

○地下鉄８号線の延伸 

都は、平成 31年３月の清掃港湾・臨海部対策特別委員会において、都が考える事業スキーム

の概要を提示し、今後の都の取組への決意を示した。提示した事業スキームの概要に基づき、こ

れまで都として精力的に国や東京メトロ等との調整を進めてきた。 

そのような中、本年１月、国の交通政策審議会の下に新たに小委員会が設置され、地下鉄ネッ

トワークのあり方等に関する議論が開始された。２月に開催された小委員会において、都は地下

鉄８号線の意義や課題を説明するとともに、今後、東京メトロが果たすべき役割等について都と

しての考えを示した。その後、４月、５月に開催された小委員会において論点整理が進められ、

次回小委員会ではこれまでの議論を踏まえた答申素案について議論される予定である。 

また、国、東京メトロとともに立ち上げた「東京８号線延伸の技術的検討に関する勉強会」を

先月に開催し、地下鉄８号線の延伸に伴い３路線が乗り入れる住吉駅について、「乗換需要に対

応した混雑緩和対策」や「本線接続の施工方法」を検討した。 

地下鉄８号線の延伸は、東西線の混雑緩和はもとより、臨海地域の更なる発展にも寄与する重

要な路線であり、今後も、地下鉄８号線の延伸を優先的に進めるべきという区の強い思いも踏ま

え、事業主体や費用負担の考え方等について、審議会での議論と並行して関係者間で更なる検討

を進め、事業化に向けた協議、調整をさらに加速していく。 

（１）鉄道の混雑緩和等に寄与する地下鉄８号線の延伸 

・東京メトロ東西線の木場駅から門前仲町駅の区間は、

ピーク時における混雑率が 199％となっており、東

京圏の主要区間における最混雑区間となっている。 

・これに対し地下鉄８号線の延伸は、既存路線と結節

して都心への利用者を環状方向に分散させるなど、

東西線等の混雑緩和に寄与することが期待されて

いる。 

・都は本年３月、2030年に向けて取り組むべき戦略等

を示した「『未来の東京』戦略」を策定し、その中で

地下鉄８号線の延伸は、東西線の混雑緩和はもとよ

り、臨海地域の更なる発展にも寄与する重要な路線

であるとの強い認識に立ち、都として「事業化に向けた協議・調整をさらに加速」する路線であ

ることを位置付けた。 

令和３年６月２２日 

東京都中央卸売市場 

東京都都市整備局 
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事業者 路線名 区間 混雑率（％）

東京地下鉄㈱ 東西線 木場→門前仲町 199

横須賀線 武蔵小杉→西大井 195

総武線緩行 錦糸町→両国 194

東海道線 川崎→品川 193

中央線快速 中野→新宿 184

総武線快速 新小岩→錦糸町 181

東京急行電鉄㈱ 田園都市線 池尻大橋→渋谷 183

ＪＲ東日本㈱

＜東京圏の混雑率180％を超える区間＞ 
（令和元（2019）年度） 

 
出典：国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果（令和２年９月）」

を基に作成 
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（２）事業スキームの概要と課題 

・都は、平成 31 年３月の清掃港湾・臨海部対策特別委員会において事業スキームの概要を提示

し、それに基づき関係者との協議、調整を進めてきた。 

【事業スキームの概要】 

・地下鉄８号線の延伸は、既存路線を含めた

運行上の観点や整備段階での技術的な観点

から、都としては、「東京メトロによる整備・

運行が合理的」と考える。 

・また、「地下高速鉄道整備事業費補助」（以

下、地下鉄補助）は、整備区間のみの収支採

算性の確保に主眼が置かれており、結果とし

て「『都市鉄道利便増進事業費補助』よりも

地下鉄補助が有効」である。 

【主な課題】 

・東京メトロは有価証券報告書において、「今

後は新線建設を行わない方針」としている。

なお、今後、新線建設に対する協力を求め

られる場合には「当社の経営に悪影響を及

ぼさない範囲内において行う方針」として

いる。そのため、東京メトロによる整備に

あたっては、関係者と調整し、有価証券報

告書の記載事項の変更等について協議、調

整する必要がある。 

・また、現在、東京メトロによる新線建設は地下鉄補助の対象外となっているため、地下鉄補助

に係る要綱の改正を行う必要がある。なお、事業性を確保する上で前提としている地下鉄補助

の所要額については、最大限確保していく必要がある。 

（３）地下鉄ネットワークの充実に関する国への要請 

・都はこれまで、地下鉄８号線の課題解決に

向けて関係者との協議、調整を精力的に進

めてきた。そのような中、本年１月、国は

交通政策審議会鉄道部会の下に、「東京圏

における今後の地下鉄ネットワークのあ

り方等に関する小委員会」を新たに設置し

た。 

・国が小委員会の設置を公表した１月20日、

都は国に対し、地下鉄ネットワークの充実

に関する要請を行った。その中で地下鉄８

号線について、事業主体の選定等の課題解

決に向けた検討を要請した。 

 

８号線延伸部
（豊洲～住吉間）

東陽町

住吉

豊洲

東京メトロ
半蔵門線

東京メトロ
東西線

東京メトロ
有楽町線

都営交通
大江戸線

東京メトロ
日比谷線

＜地下鉄ネットワーク＞ 

＜都知事から国土交通大臣への要請（令和3年1月20日）＞ 

©Google 
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（４）交通政策審議会における議論 

・本小委員会では、「今後の地下鉄ネットワーク

のあり方」や「東京メトロが果たすべき役割」
等について議論されている。なお、委員は学識
経験者等を中心に構成されており、東京都都市
整備局、東京メトロ等がオブザーバーとして参
加している。 

・第２回小委員会での「関係者からのヒアリン
グ」において、都は、地下鉄８号線の意義や
課題を説明するとともに、今後、東京メトロ
が果たすべき役割等について、都としての考えを示した。 

・その後、４月、５月に開催された小委員会において論点整理が進められ、次回小委員会ではこ
れまでの議論を踏まえた答申素案について議論される予定である。 

・今後、本小委員会は７月頃に答申案を取りまとめる予定としており、都としては、本審議会で
の議論と並行して、引き続き、「国と東京都の実務者協議会」の場なども活用しながら、事業主
体等の課題解決に向け、都として関係者との協議、調整を主体的に進めていく。 

【第２回（ヒアリング）における都の主な主張内容】 

○地下鉄ネットワークのあり方 

・東京の地下鉄は、中枢広域拠点域において
網の目のようにネットワークを形成し、首
都機能、経済活動を一体的に支えている。 

・地下鉄ネットワークの充実により、人、モ
ノ、情報の自由自在な移動を実現していく

必要がある。 

・地下鉄８号線は、東京メトロによる整備・
運行が合理的であり、東京メトロによる整
備・運行については、東京メトロの有価証
券報告書の記載事項や費用負担の考え方等
の課題解決が必要。 

○東京メトロが果たすべき役割 

・東京が将来にわたり持続的に発展していくためには、地下鉄をはじめとする鉄道ネットワー
クの更なる充実やサービスの向上が必要であり、それに向けては、東京メトロが重要な役割
を果たす。 

・当面果たすべき役割として、東京メトロには、地下鉄新線の整備など、都民をはじめとする
利用者の快適で自由自在な移動に資する事業の実施が引き続き求められている。 

・将来にわたって果たすべき役割として、大規模地震等により陸上交通が甚大な被害を受けた
際のリダンダンシーの確保など、東京メトロには、首都中枢エリアを支える公共的視点から
の地下鉄ネットワークの維持が求められている。 

【８号線に関連した第３、４回（論点整理）における主な意見】 

・８号線、品川地下鉄は、調査結果として示されている数値や、鉄道は環境負荷がより小さい

という特性から相当有効な事業であると考えられる。 

・既存のネットワークとの関連性等を踏まえると、東京メトロによる整備が適切ではないか。 

・その場合、メトロの経営へ悪影響を与えない観点からは公的支援が必要であり、地下鉄補助
を適用することが適切ではないかと考えられる。  

＜首都中枢を支える東京の地下鉄ネットワーク＞ 

東京

六本木

渋谷

新宿

飯田橋

池袋

築地

豊洲

住吉

上野

大手町

品川

霞ヶ関
銀座

市ヶ谷

表参道

秋葉原

東陽町

白金高輪

中枢広域拠点域

©Google 

 
出典：小委員会第１回資料を基に更新 

審議日程 回数 審議内容

令和３年

１月22日
第１回

○諮問の背景、現状整理

○今後のスケジュール

2月18日 第２回 ○関係者からのヒアリング（東京都、東京メトロ）

4月2日 第３回
○これまでの議論について

○今後の検討について

5月11日 第４回 ○論点整理

６月頃 第５回 答申（素案）

７月頃 第６回
（必要に応じて開催）

答申案

＜小委員会における審議スケジュール＞ 
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（５）事業計画の深度化 

・地下鉄８号線の延伸事業の具体化にあたっては、今後の沿線のまちづくりを踏まえながら、具

体の構造や総事業費等を関係者間でより精査していくことが重要である。 

・こうした観点から、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して技術的検討を進

めることを目的とした勉強会を国や東京メトロとともに昨年１月に立ち上げた。 

・これまで、駅部の建設計画は東陽町駅の検討を深度化してきたが、先月、第７回勉強会を開催

し、既存路線に接続する住吉駅に関する駅施設計画等の検討を新たに行った。 

（住吉駅の概要） 

・1978 年に都営新宿線、2003 年に半蔵門線が開業しており、

今後、地下鉄８号線の延伸に伴い、３路線が乗り入れる計画

である。 

・地下鉄８号線は、地下３階、４階の半蔵門線留置線部を活用

し、各階交互に発着することが想定されている。 

・そのため、大規模な改良は想定されていないが、地下鉄８号

線の整備に向けては、「乗換需要に対応した混雑緩和対策」

や「本線接続の施工方法」等について検討が必要になる。 

 

 

（乗換需要に対応した混雑緩和対策） 

・住吉駅は現状の流動調査において利用者の大きな滞留は確認

されていないが、地下鉄８号線の整備に伴い、住吉駅利用者

の増加が見込まれる。さらに、一般的に朝ピーク時において

は、郊外から都心へ向かう利用者が多い傾向がある。 

・そのため、乗換需要への対応の検討にあたっては、「都心へ向

かう半蔵門線からの乗換動線」や「都心へ向かう都営新宿線

からの乗換動線」に着目する必要がある。 

 

 

８号線

８号線

半蔵門線

押上

豊洲

豊洲

本八幡

都営新宿線

Ｂ２Ｆ

Ｂ４Ｆ

Ｂ１Ｆ

Ｂ３Ｆ

猿江改札

渋谷
（都心方面）

新宿
（都心方面）

＜住吉駅の接続路線＞ 

＜住吉駅で想定される朝ピーク時の主な乗換動線＞ 

押上方面

渋谷方面

半蔵門線

東陽町駅

豊洲駅

住吉駅

至新木場駅

至新木場駅

至和光市駅

至渋谷駅

至押上駅

至中野駅

至西船橋駅

半蔵門線

東西線

有楽町線

東陽町駅

豊洲駅

住吉駅

至新木場駅

至新木場駅

至和光市駅

至渋谷駅

至押上駅

至中野駅

至西船橋駅

半蔵門線

東西線

有楽町線

都営新宿線

ST3

ST1

半蔵門線 半蔵門線
留置線部

【現況】 

【将来イメージ】 

©Google 
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・「都心へ向かう半蔵門線からの乗換動線」の観点からは、地下３階の半蔵門線から４階の地下
鉄８号線への乗換移動が大きく増加することが想定されるため、将来の需要に応じて地下３

階と４階を結ぶ昇降設備の増設が乗換円滑化に効果的であることを確認した。 

・「都心へ向かう都営新宿線からの乗換動線」の観点からは、現状でも利用者が多い猿江改札に

おいて、将来の需要に応じて改札機の増設が乗換円滑化に効果的であることを確認した。 

・なお、実施の必要性については、需要予測に基づく流動シミュレーション等も踏まえながら更

に検討を深度化していく必要がある。 

 

 

 

（本線接続の施工方法） 

・地下鉄の本線工事では、シールドマシンにより地中を掘り進める「シールド工法」を採用する

ことが一般的であり、トンネルの始終端において、シールドマシンの組立・発進、到達・解体

等を行うための空間として、立坑を構築する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜半蔵門線からの乗換需要への対応＞ 

＜都営新宿線からの乗換需要への対応＞ 

＜シールド工法＞ 
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・住吉駅は既に半蔵門線のトンネル部等があるため、立坑の構築は、既設構造物との近接施工に

なることを確認した。 

・なお、当該箇所の近接施工の検討については、既存路線の列車の安全運行の確保を前提に、周

辺支障物の調査やそれを踏まえた施工方法についても深度化する必要があると考えられる。 

 

 

 

（６）今後の取り組み 

・東京メトロによる整備・運行の可能性については、「東京メトロの有価証券報告書の記載事項」や

「地下鉄補助の補助対象」等について調整が必要であるため、引き続き、関係者間で事業主体や

費用負担の考え方等について、審議会での議論と並行して更なる検討を進めていく。 

・事業計画については、関係者間で合意した検討項目について、新型コロナウイルスの影響も注視

しながら、引き続き、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して、技術的な検討

を進め、確実に深度化を図っていく。 

・都としては、地下鉄８号線の延伸を、東西線の混雑緩和はもとより、臨海地域のさらなる発展に

も寄与する重要な路線であると強く認識しており、今後も、都が提示した事業スキームの概要に

基づき、関係者との協議、調整を最大限加速し、地下鉄８号線の延伸の実現に向けて全力で取り

組んでいく。 

  

＜立坑と近接する既設構造物＞ 

半蔵門線

渋谷方面

押上方面

掘削範囲

８号線
立坑

近
接

近
接

【立坑位置図（平面図）】 【断面図（Ａ－Ａ断面）】 



 

7 

 

参考（１）「未来の東京」戦略（令和３年３月 東京都） ※赤枠加筆 

 

 

戦
略
９

都
市
の
機
能
を
さ
ら
に
高
め
る
戦
略

新
型
コ
ロ
ナ
危
機
を
契
機
と
し
た
都
市
づ
くり
の
観
点
か
ら
、
働
き
方
改
革
と
連
携
し
た
オ
フ
ピ
ー
ク
通
勤
促
進
の
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
輸
送
力
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
先
端
技
術
も

活
用
し
た
車
両
や
運
行
シ
ス
テ
ム
の
改
良
（
例
：
無
線
式
列
車
制
御
シ
ス
テ
ム
の
導
入
）
な
ど
、
中
長
期
的
に
実
現
可
能
な
施
策
を
検
討
し
、
実
施
に
結
び
付
け
て
い
く

鉄
道
の
快
適
な

利
用
に
向
け
て

５
．
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
更
な
る
充
実

○
海
外
と
の
ア
ク
セ
ス
向
上
に
よ
る
国
際
競
争
力
強
化
、
多
摩
地
域
の
活
力
・
魅
力
向
上
、
鉄
道
の
快
適
な
利
用
な
ど
に
資
す
る
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
整
備
・
充
実
等
に
つ
い
て
、
計
画
的
に
推
進

羽
田
空
港
ア
ク
セ
ス
線
新
設
、
新
空
港
線
新
設
、
東
京
８
号
線
延
伸
、
東
京
1
2
号
線
延
伸
、
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
延
伸
、
都
心
部
・臨
海
地
域
地
下
鉄
構
想
、
都
心
部
・品

川
地
下
鉄
構
想
、
中
央
線
の
複
々
線
化
な
ど
各
路
線
に
つ
い
て
、
鉄
道
事
業
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
と
の
協
議
・調
整
を
加
速
し
、
調
整
が
整
っ
た
路
線
か
ら
順
次
事
業
に
着
手

鉄
道
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備

＜
国
の
交
通
政
策
審
議
会
答
申
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
路
線
＞

答
申
に
お
い
て
「
検
討
な
ど
を
進
め
る
べ
き
」
と
さ
れ
た
路
線

答
申
に
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
た
路
線
等

箱
根
ヶ
崎

上
北
台

立
川

多
摩
セ
ン
タ
ー

町
田

調
布

蒲
田

京
急

蒲
田

大
井
町品
川

白
金
高
輪

田
町

東
京

秋
葉
原

住
吉

東
京
テ
レ
ポ
ー
ト

新
宿

光
が
丘

大
泉
学
園
町

豊
洲

羽
田
空
港
ア
ク
セ
ス
線
の
新
設

関
係
者
と
の
協
議
・
調
整
を
加
速

田
町
ル
ー
ト
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
が

環
境
影
響
評
価
手
続
を
実
施

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
延
伸

（
箱
根
ケ
崎
方
面
）

事
業
化
に
向
け
た
調
査
に
着
手

新
空
港
線
の
新
設
（
蒲
蒲
線
）

事
業
化
に
向
け
た
関
係
者
の

取
組
を
さ
ら
に
加
速

東
京
８
号
線
の
延
伸
（
有
楽
町
線
）

事
業
化
に
向
け
た

協
議
・
調
整
を
さ
ら
に
加
速

都
心
部
・
臨
海
地
域
地
下
鉄
構
想

事
業
計
画
の
検
討
を
進
め
、

構
想
の
具
体
化
を
加
速

都
心
部
・
品
川
地
下
鉄
構
想

事
業
計
画
の
検
討
を
進
め
、

構
想
の
具
体
化
を
加
速

中
央
線
の
複
々
線
化

国
な
ど
関
係
者
と
連
携
し
、

仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
る

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
延
伸

（
町
田
方
面
）

関
係
者
と
事
業
化
に
つ
い
て

協
議
・
調
整
を
進
め
る

東
京
1
2
号
線
の
延
伸
（
大
江
戸
線
）

関
係
者
と
事
業
化
に
つ
い
て

協
議
・
調
整
を
進
め
る
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参考（２）東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等に関する小委員会 

（令和３年１月 国土交通省） ※赤線加筆 
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参考（３）東京圏における地下鉄ネットワークの充実について（要請）（令和３年１月 東京都） 

     ※赤線加筆 

  

東京圏における地下鉄ネットワークの充実について（要請） 

東京都知事 

 小 池 百合子 

国土交通大臣 

 赤 羽 一 嘉 殿 

令和３年１月２０日 

貴省におかれましては、日頃から、東京都が進める都市基盤整備に御理解と

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、貴省の交通政策審議会の下に「東京圏における今後の地下鉄ネット

ワークのあり方等に関する小委員会」が設置され、東京圏における今後の地下

鉄ネットワークのあり方等について検討が開始されることになりました。 

都では、交通政策審議会答申第１９８号に位置付けられた地下鉄ネットワ 

ークの充実に向け、これまで関係者との協議、調整を進めてきたところですが、

東京８号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉）については事業主体の選定等の

課題があるほか、都心部・臨海地域地下鉄構想及び都心部・品川地下鉄構想に

ついては事業化に向けた路線への位置付け等の課題があります。 

つきましては、本審議会において、これらの課題解決に向けた検討がなされ

るとともに、「東京メトロが果たすべき役割」の検討に当たっては、首都中枢 

エリアを担う公共的役割について十分勘案していただきますようお願い申し

上げます。 

貴省におかれましては、今後とも、東京圏における地下鉄ネットワークの充

実に向け、積極的な御支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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参考（４）事業スキームについて 

○事業スキームとは、事業を行う枠組みであり、その構築にあたっては、事業主体・補助制度の選定な

ど、関係者との協議・調整が必要となる。また、事業採算性についても確認が必要となる。 

○事業主体について、鉄道事業法では、営業主体と線路の所有主体の分離を認め、以下に示す３種類の事

業形態を定義している。 

①第一種鉄道事業：鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業であって、第二種鉄道事業以外のもの 

②第二種鉄道事業：自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を

行う事業 

③第三種鉄道事業：鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって鉄道線路を敷設する

事業及び敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業 

○本路線では、上記①の上下一体方式、または②③の組み合わせの上下分離方式が考えられる。 

○補助制度については、「地下高速鉄道整備事業費補助」もしくは「都市鉄道利便増進事業費補助」の適

用が考えられる。 

①地下高速鉄道整備事業費補助 

・・・大都市及びその周辺において通勤・通学輸送を目的として、主として地下に建設される鉄道の整

備を促進するため、その整備を行う地方公共団体等の事業者に対して、建設費及び大規模改良

工事費等の一部を補助する 

 

② 都市鉄道利便増進事業費補助 

・・・相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワークを有効活用し、利用者利便の増進を図るため、連絡

線の整備、相互直通化を行い、速達性の向上を推進する事業、また、駅周辺整備と一体的に行

う駅整備による交通結節機能の高度化を図る事業に対し、その経費の一部を補助する 

○平成29年３月に区が取りまとめた調査報告書において、整備主体は第三セクター、営業主体は東京メト

ロを想定しているが、「上下分離方式が最も効果的・効率的な手法と言えるかについて議論が必要」と

している。また、「営業主体（想定：東京メトロ）のその他路線に生じる収支上の影響について、関係

者間で調整が必要」としている。 

 

参考（５）事業スキームの概要（平成31年３月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会） 

○補助制度 

・補助制度は、「地下高速鉄道整備事業費補助」（以下、地下鉄補助）もしくは「都市鉄道利便増進事業

費補助」（以下、利便増進）の適用が考えられる。 

・利便増進は、整備区間のみならず、制度上営業主体のその他の路線に生じる営業損益を含めた事業性の

確保が前提であり、本路線の特徴を踏まえると事業性の確保が困難である。 

・一方、地下鉄補助は、整備区間のみの収支採算性の確保に主眼が置かれており、結果として利便増進よ

りも地下鉄補助が有効である。 
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○事業性 

・平成31年３月１日に開催された国主催の検討会において、三セク整備、地下鉄補助を前提として、一定

の条件のもとで事業性が確保できることが確認された。 

・さらに、行程について、本検討会では、建設期間10年と設定されており、この期間も念頭に置きなが

ら、関係者間で更に検討を進めていくことが重要と考える。 

○事業主体 

・本路線は、東京メトロの２つの路線間を結ぶ計画であるとともに、その両端の駅となる豊洲駅、住吉駅

は既に乗り入れ可能な構造になっている。また、本路線は、東京メトロ東西線の東陽町駅にも接続する

計画である。 

・そのため、既存路線を含めた運行上の観点や整備段階での技術的な観点から、都としては、東京メトロ

による整備、運行が合理的と考える。 

 

参考（６）有価証券報告書（抜粋）（令和２年６月 東京地下鉄株式会社） 

(９)新線建設について 

営団を廃止し、株式会社である当社を設立して民営化していくという国及び東京都の方針は、営団の

設立目的である「地下鉄網の整備」に目途が立ったことから決定されたものであるという経緯も勘案

し、当社は、平成20年6月14日に開業した副都心線を最後として、今後は新線建設を行わない方針です。 

なお、今後新線建設に対する協力を求められる場合には、当社は都市鉄道ネットワークの一部を構成

する事業者としての立場から、「当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲内において行う」という方針で

対応していきたいと考えています。 

また、昭和57年１月に免許申請を行った8号線(豊洲～亀有間14.7km)については、半蔵門線(水天宮前

～押上間)の開業や輸送需要予測の減少等、免許申請時とは事業環境が異なってきたことから、当社とし

ては、整備主体となることは極めて困難と認識しています。 

 

参考（７）主な経緯（平成30年度以降） 

○平成30年４月 東京都鉄道新線建設等準備基金の創設（都） 

・交通政策審議会の答申で事業化に向けて検討などを進めるべきとされた地下鉄８号線の延伸をはじ

めとする６路線にかかる調査費を計上するとともに、東京都鉄道新線建設等準備基金を創設し、事

業の裏づけとなる財源をあらかじめ確保した上で、都の取り組み姿勢を明確に示した。 

 

  ○平成30年５月 東京圏における国際競争力強化に資する鉄道ネットワークに関する検討会 

～31年３月 （国、都、区、鉄道事業者等） 

・地下鉄８号線の延伸をはじめとする国際競争力強化に資する鉄道ネットワークプロジェクトについ

て、「事業性に関する検討をより深度化し、今後の関係者による議論に資するデータ等を提供す

る」ことを目的に、平成30年５月に国は鉄道ネットワークに関する検討会を立ち上げ、都は江東区

や鉄道事業者等とともに参画し、４回開催されたワーキンググループにおいて需要予測や収支採算

性等の事業性に関する検討を行った。 

・なお、総事業費については、平成28年度の江東区調査の中で、約1,560億円（建設費1,420億円、車

両費140億円）と算定され、本検討会においてもこれを踏襲している。 

・平成31年３月の検討会の最終回で事業性等が確認され、５月に調査結果が公表された。 
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  ○平成 30年６月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 

・都は、「今後、地下鉄８号線の事業スキーム等の課題解決に向けて、主体的に関係者との協議、調

整を進める」こと、さらに、「今年度中を目途に、地下鉄８号線延伸のための事業スキームの構築

に向け取り組んでいく」こととした。 

 

  ○平成 31年１月～ 国と東京都の実務者協議会 

・国と連携が必要な東京都の重要な施策について協議を行う「国と東京都の実務者協議会」を立ち上

げ、地下鉄8号線延伸をはじめとした「首都圏鉄道網の拡充」を重点項目に位置付け、事業スキー

ムの早期構築や補助制度の積極的な活用、財源の確保などについて、国と協議を開始した。 

・この協議会の一環として、令和元年11月及び令和２年11月には、地下鉄８号線を含む各路線の確実

な予算措置等を行うよう、副知事が国への要請活動を実施した。 

・令和２年８月に協議会第３回を開催し、地下鉄８号線など各路線の事業化に向けた課題解決を国に

要望し、引き続き、国と協議を実施していくこととした。 

 

  ○平成 31年３月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 

・都は、国や鉄道事業者等との調整を進め、都が考える地下鉄８号線の延伸に係る事業スキームの概

要を提示し、その考えに基づき、関係者間で更なる検討を進めていくこととした。 

 

  ○令和２年１月～ 東京８号線延伸の技術的検討に関する勉強会 

・国や東京メトロとともに地下鉄８号線の技術的な検討を進めることを目的とした勉強会を昨年１月

に立ち上げた。 

・第２回においては、建設計画の精査、運行計画の精査、これらを踏まえた需要予測の確認等につい

て、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して検討を行っていくこととした。 

・第３回においては、まずは、接続駅の位置や構造に大きく影響するなど、全体計画の根幹となる本

線部の建設計画について、施工方法等の検討を行った。 

・第４回から６回においては、難工事が想定される東陽町駅の駅改良について、西改札利用者と乗換

利用者が交錯しにくい乗換動線や、埋設物等の制約条件を踏まえた駅施設の構造等の検討を行っ

た。 

 

  ○令和２年３月～ 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 

・令和３年１月、国は交通政策審議会鉄道部会の下に、「東京圏における今後の地下鉄ネットワーク

のあり方等に関する小委員会」を新たに設置した。国が小委員会の設置を公表した１月 20日、都は

地下鉄８号線について、事業主体の選定等の課題解決に向けた検討を要請した。 

・都は、令和３年３月に策定した「『未来の東京』戦略」において、地下鉄８号線の延伸は、都として

「事業化に向けた協議、調整をさらに加速」する路線であることを位置付けた。 

・事業計画については、関係者間で合意した検討項目について、新型コロナウイルスの影響も注視し

ながら、引き続き、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して、技術的な検討を進

めていくこととした。 


